
山鹿市立保育園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月１８日 

 

山鹿市長 早 田 順 一   

 

 

山鹿市規則第９号 

 

山鹿市立保育園条例施行規則の一部を改正する規則 

 

山鹿市立保育園条例施行規則（令和５年山鹿市規則第２２号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条中 
「 山鹿保育園 １１０人 

米田保育園 ５０人 」 
を 「 山鹿保育園 １１０人 」 に改める。 

第３条第１項中「、必要に応じて」を削り、「及び調理師」を「、調理師その他必要な

職員」に改め、同条第２項に次の１号を加える。 

(5) 前各号に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担任業務に従事する。 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


